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第 ２ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

 

 

日      時  平成２６年２月２０日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市白山庁舎 ２階 ２０５会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25 伊藤 武則・26 稲葉 和久・27 大井 一司・28 鈴木 照正 

29 田口 慶則・30 諸戸 善昭・31 上川 洋文・32 田中 竹次 

33 守山 孝之・35 池田 昌司・36 井谷  㓛・37 岸野 隆夫 

38 中川 和雄・39 藤田  武・40 結城 晉三・47 中谷 秀也 

以上１６名 

 

欠 席 委 員   42 片岡 眞郁 

 

出席部会員外委員  34 浅井 競 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村事務局次長・中西担当副主幹 

 

総 合 支 所   久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹 

 

          美杉：松永主査  

 

議 事 録 署 名 者  32 田中 竹次・47 中谷 秀也 

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

 報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

所有権移転） 
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議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

賃貸借権） 

 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

使用貸借） 

 

議案第６号 非農地証明願について 

 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 

 

  
議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第２回第２農地部会を開会いたします。本日の欠席は片岡委員の

１名でございます。 

議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

３２番 田中 委員、４７番 中谷 委員の両委員にお願いしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から報告第

４号につきまして事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページ、２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から２ページの番号１６までの１６件で、合計面積２９，６５４㎡、

内訳としまして、田で２６，３３８㎡、畑で３，３１６㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意によ

り解約したものであります。 

３ページから５ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、でござい

ます。 

番号１から９で、５ページになりますが、件数は９件、合計面積は     

２０，６０６．０９㎡、内訳としまして、田で１５，５５０㎡、畑で      

４，９７６㎡、その他、これは台帳地目は宅地で現況地目が畑ですが、     

８０．０９㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。いずれの案件もあっせん

等の希望はございません。６ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１は、一般個人住宅用地の１件で、面積は、畑で２４８㎡でございます。 

７ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１は、一般個人住宅用地の１件で、面積は、畑で４８２㎡でございます。 
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報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局から報告がありましたとおりでございます

ので、よろしくお願いします。次に議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、８ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１は、地区 榊原、受け人     、面積１３，３８１㎡、渡し人 

     、面積４，６０２㎡、申請地 榊原町北山    、台帳地目・現

況地目とも田、面積３，１４９㎡です。 

これにつきましては、受人は、遠方のため営農を縮小したい渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号２、地区 川口、受け人     、面積５，００４㎡、渡し人     、

面積１，７７９㎡、申請地 白山町川口宮ノ下    、台帳地目・現況地目

とも田、面積１，７７９㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大しようとするものです。 

以上件数は２件、合計面積は４，９２８㎡、２件とも地目は田でございます。 

いずれの案件も、農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に

影響もなく農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。  

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

伊藤委員   ２５番 伊藤です。１７日に現地確認いたしました。 

場所としましては、    を西へ曲がって北へ約３００ｍくらい行った所

です。 

事務局の説明通り何ら問題はないと思いますので、よろしくご審議ください。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。１７日に、総合支所１名と地元委員３名で現地確認をい

たしました。 

場所は、    のほうから川口へ向かう橋を雲出川を越えまして、すぐ左

側に集落がございます。そこから３００ｍくらい行った右側の所です。田んぼ

のちょうど周囲は家が建っておりますけども、田んぼが５、６反まとまってい

る所でございます。 

事務局の説明通りでございますので、何も問題はないと思いますので、よろ

しくご審議のほどお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま、地元委員より説明がございました
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が、皆さんのご意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしい

ですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第１号につ

いて、これに、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 

それでは、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可）でございます。 

番号１は、地区 久居、申請者     、申請地 久居小野辺町小膳田 

     、台帳地目・現況地目とも畑、面積４６２㎡ 外１筆で、合計面積

１，１２６㎡です。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするもので、パネル設

置面積は４７６㎡、転用面積の４２％にあたります。 

なお、この案件につきましては、早期転用の理由書が提出されております。 

当該申請地は、以前から梨の栽培をされておりまして、昨年の６月に申請者

が贈与を受けた土地ですが、作業の負担が大きく、今後のこの土地での梨栽培

は困難であると判断して、今回の許可申請に至ったものです。農地区分は第２

種農地と判断されます。 

番号２、地区 榊原、申請者     、申請地 榊原町山戸部    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２７２㎡。 

これにつきましては、申請地を農業用倉庫用地とするものですが、昭和５０

年ごろ既に建築しており、始末書の提出がありますことから追認しようとする

ものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 大井、申請者     、申請地 一志町井生川原    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積５９１㎡のうち３００㎡。 

これにつきましては、隣接雑種地との一体利用で太陽光発電施設用地とする

もので、農地転用部分でのパネル設置面積は７５㎡、進入路等で２２５㎡の土

地利用になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 八ッ山、申請者     、申請地 白山町八対野算所   、

台帳地目・現況地目とも畑、面積３３㎡ 外５筆で、合計面積６６５㎡。 

これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

なお、転用許可基準では、一般個人住宅用地への転用面積は原則５００㎡以

内とされておりますが、理由書の提出があり、住宅部分の土地は道路から奥ま

ったところで、雨水排水管の布設及び接道のための土地が必要であることから、

この部分の転用を含め５００㎡を超えるとのことです。 
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また、一部宅地として利用されている個所があり、始末書の添付があります。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 八ッ山、申請者     、申請地白山町八対野申垣    、

台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積１，６０６㎡ 外１筆で、合計面積   

２，５５２㎡。 

これにつきましては、申請地を資材置場用地及び駐車場用地とするものです

が、昭和３０年ごろから２０年ほどは材木置場に、またその後は、駐車場及び

資材置場として利用され、現在に至っており、始末書の提出がありますことか

ら追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は５件、合計面積は５，２０６㎡で、その内訳は、田が２，５５２

㎡、畑が２，６５４㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

田口委員   ２９番 田口です。先日１７日に、本庁とで確認させていただきました。 

場所としては高茶屋の    から１ｋｍくらい北の場所で、    とい

う、綿を作っている工場の１００ｍくらい北です。津と、高茶屋と久居の丁度

境目で事務局の説明通りでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

伊藤委員   ２５番 伊藤です。１７日に現場確認いたしました。 

場所としましては    から、亀山白山線を西へ３００ｍ行った所です。

事務局の説明通り何ら問題はありませんので、よろしくご審議してください。 

 

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

上川委員   ３１番 上川です。場所につきましては、    の    のすぐ隣です。 

昨年に、太陽光発電の設備をされて、それの追加ということで、今回出てき

ました。同じ敷地で何ら問題はないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。４番、５番を説明いたします。 

４番につきましては、    がありますけど、それから川を越えまして、

左へ曲がって行きますと、信号がございます。その信号の前に右手には    

があります。それの南側という事でございます。場所はそういう所で、昔の畑

で、小さい畑ばかりになっておりまして、筆数が多いというふうな事でござい

ます。事務局の説明通り何ら問題はないと思いますので、よろしくご審議お願

いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 
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池田委員   それから、５番につきまして、これは本庁から来ていただきまして、会長、

部会長も来ていただきました。 

場所は、国道１６５号線を走っていただきまして、    の信号を左へ下

りていただいた、１００ｍくらい下りた右側の所の集落の中にあります。事務

局の説明通り何ら問題はないと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第２号につ

いて、これに、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１は、地区 久居、受け人     、使用借り人    、渡し人 

    、申請地 久居野口町    、台帳地目・現況地目とも畑、面積   

３４９㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地の贈与を受け、同時に子供で

ある借り人と使用貸借契約をした上で、借り人夫婦が建築する一般個人住宅の

用地とするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 川口、受け人     、渡し人     、申請地 白山

町川口大角    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，０７７㎡ 外１筆

で、合計面積１，１４３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするもので、パネル設置面積は４３２㎡、転用面積の３８％にあたりま

す。また、残りの部分は、管理用の通路に使用されます。農地区分は第２種農

地と判断されます。 

番号３、地区 八ッ山、受け人     、渡し人     、申請地 白

山町八対野辻堂前    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２１６㎡ 外１

筆で、合計面積２２２．６１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、駐車場及び進入

用道路用地とするものですが、渡人の了解のもと平成１０年４月から、既に転

用しており、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農
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地区分は第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 下多気、受け人     、渡し人     、申請地 美

杉町下多気下之世古    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３６３㎡ 外

１筆で、合計面積７４４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人からこの申請地を譲り受け、一般個人住

宅用地及び太陽光発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は約２６０㎡、住宅としての利用部分を除いた面積の約３９ 

％にあたります。農地区分は第２種農地と判断されます。 

以上件数は４件、いずれも畑で、合計面積は２，４５８．６１㎡でございま

す。 

いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

稲葉委員   ２６番 稲葉です。１７日に現地確認へ行ってまいりました。 

場所は    のすぐ南側にあります。事務局の説明通り、何ら問題はない

と思いますのでよろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田です。２番、３番です。 

場所は白山中学校から下へ１００ｍくらい行った    の所でございま

す。 

こちらへは、会長、部会長、事務局で、出席をいただきまして、遠方へ出て

いっていらっしゃるという事で、荒れているかなと思いましたけども、管理は

きちんとしてもらってありまして、問題はないと思いますので、よろしくご審

議を願います。 

３番につきましては、場所は、八ッ山で先ほどの所で国道１６５号から下り

まして、下へ３００ｍ位行きますと、右側に    があります。城出という

集落の傍でございますけども、その傍の所でちょうど    の横で、事務局

の説明通り何ら問題はございませんので、よろしくご審議を願います。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 

 

結城委員   ４０番 結城です。４番について説明をいたします。１２日に現地確認をい

たしました。 

申請人は現在借家住まいをしているという事で、自然豊かなこの申請地で家

を建てて太陽光発電をして優雅な生活をしようという希望で、土地を買われた

という事です。隣地につきましては、同意も貰っていると。 

この頃、私の地区には他所からたくさん入って来ていただいて、地区を非常

に乱す人が多いんです。それで、地域を乱さないように指導をいたしましたの

で、よろしくお願いいたします。 
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議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意

見もお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・賃貸借権）を議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 

 

事 務 局   １１ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１は、地区 川合、借り人     、貸し人     、申請地 一

志町八太浦ノ戸    、台帳地目・現況地目とも田、面積２８４㎡ 外１筆

で、合計面積５８１㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と賃貸借契約し、    の駐車場

とするものです。なお、賃貸借契約は年度ごとに更新されます。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 川合、借り人     、貸し人      外２名、申請

地 一志町庄村古御堂    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積     

２，５８２㎡ 外３筆で、合計面積４，３１８㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の賃貸借契約をし、コン

ビニエンスストア用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

以上件数は２件、合計面積は、田で４，８９９㎡でございます。 

農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いると考えます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番 田中です。２月１７日に、委員４名と事務局２名で、確認をいたし

ました。 

場所は、一志嬉野線の    の南側、真隣なんです。そこを、今事務局が

説明ありましたように、駐車場の用地として借りたいという事でございました

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

それから、２番の関係につきまして、説明をさせてもらいますが、これにつ

きましては、県道久居一志線の    の信号の南側にあたります。これにつ
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きましては、会長、部会長、地元委員、事務局というような方が参加いただい

て、現地の確認をいたしております。内容につきましては、事務局の説明通り

ですので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん

のご意見もお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第４号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 久居、借り人     、貸し人     、申請地 久居

相川町北相川    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１２２㎡ 外１筆で、

合計面積３７９㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と３０年間の使用貸借契約をし、申

請地を一般個人住宅用地及び農業用倉庫用地とするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

以上件数は１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会った

地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

鈴木委員   ２８番 鈴木です。先程、説明がありました１７日に事務局と委員で現地確

認を行ってまいりました。 

場所は、    の東側にある、相川という所です。その中心に国道１６５

号が通っていたわけですけども、実家としては国道１６５号線沿いで、今度建

てられるところは、それより西へ３００ｍ位行った所で、周辺は一般の住宅も

建ってきており、何ら問題はないかと思いますので、よろしくご審議お願いい

たします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん

のご意見もお伺いしたいと思います。よろしいですか。 
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部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第５号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第６号 非農地証明願についてを議題といたします。事務

局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願について、でございます。 

番号１は、地区 久居、願出者     、申請地久居井戸山町野新畑   、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２８７㎡ 外１筆で、合計面積６０３㎡

です。 

これにつきましては、昭和５８年１０月２１日撮影の航空写真により、申請

地に居宅及び倉庫が建築されていることが確認できますので、津市農業委員会 

非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定により、当該土地が農地以

外に供され２０年以上経過している要件に該当しております。 

番号２、地区 榊原、願出者     、申請地 榊原町横造    、台

帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積３３７㎡。 

これにつきましては、平成４年１０月２２日撮影の航空写真から、申請地は、 

居宅及び倉庫として利用されていることが確認できますので、津市農業委員会

非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定により、当該土地が農地以

外に供され２０年以上経過している要件に該当しております。以上で説明を終

わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会った地元委

員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

大井委員   ２７番 大井です。久居地区、同じく１７日に現地確認に行ってまいりまし

た。 

場所は    の南側に    があるんですが、その南側の梨畑と畑の中

にある一角です。事務局の説明通りで特に問題はありませんでしたので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

伊藤委員   ２５番 伊藤です。１７日に現地確認を行いました。 

場所としましては、県道亀山白山線、    から奥に、西へ１００ｍの所

です。事務局の説明通り何ら問題はないと思いますので、よろしくご審議くだ

さい。 
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議  長   ありがとうございます。ただいま、地元委員より説明がございましたが、皆

さんのご意見もお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第６号につ

いて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については証明することに決定し

たいと思います。 

続きまして、別冊としてお配りいたしました、議案第７号 農業経営基盤強

化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題とい

たします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

今日、お手元にお配りしました別冊の津市農用地利用集積計画をお願いしま

す。 

表紙の次で、農用地利用集積計画地区別集計表の下にあります合計欄をご覧

ください。 

久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借合わせて４１，１２２㎡、

畑の賃貸借、使用貸借合わせて６，９０３㎡、契約件数は２５件でございます。 

一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借合わせて７４，０６３㎡、

契約件数は４９件でございます。 

白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借合わせて２９，５９２㎡、

畑の使用貸借で６７０㎡、契約件数は１５件でございます。 

美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借合わせて１２，３１７㎡、

契約件数は５件でございます。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１５７，０９４㎡、

畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて７，５７３㎡、契約件数は９４件、

合計面積は１６４，６６７㎡となっております。 

認定農業者への集積状況は、久居地区で６件、一志地区で２３件、白山地区

で４件、美杉地区で２件、合計３５件、合計面積１１３，５６９㎡となってお

ります。 

なお、今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上で

説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。皆さんのご意見をお

伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮かりします。ただいま、審議をいただきました議案第７号に
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ついて、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 

以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

以上で、第２回第２農地部会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後２時３６分 

 

上記は、第２回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

平成２６年２月２０日 

 

 

                       議  長 

           
                       出席委員 

 

                       出席委員 


